
病院等

①利用内容
の検討

北海道窓口組織

北海道保健
福祉部健康
安全局

⑤申出受付

北海道
がん登録室

⑥申出文書の形式点検
⑦データ抽出依頼

⑧データ
抽出作成

⑨送付準備
・送り状/受領書
・CD-R（データ）
・返信用封筒

②利用申請

※情報提供に掛かる費用（作業費含む）は、現在は北海道がん登録室事業費にて負担
→今後の件数をみて、次年度以降費用を徴収するか検討する

⑲廃棄・実績報告

⑭データの利用

⑰データの廃棄
審議会※必要時

※様式第7号
※様式第8号

⑮受領書の返送

⑩送付
（レターパック・簡易書留による）

⑱廃棄・実績報告

⑯廃棄依頼文書の送付（提供後5年）

⑬パスワード連絡（メールによる）

③申出文書送付（又はダウンロード）

⑫パスワード報告

◎がん登録法第20条に基づいた院内がん登録生存確認データ提供フロー

⑪受領
（内容確認）

2022年4月現在

※様式第2-2号
※様式第2-3号
※利用規約

データ公表検討 公表前の相談

公表の可否

※提供を受けたデータを活用し公表を行う時のみ

審議

④申出文書提出

※様式第2-2号
※様式第2-3号

各種文書の
原紙を保管


